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委員会で詳しく審査しました
〜令和6年第1回定例会中に審査した内容は下記のとおりです〜

総
務
委
員
会

　
議
案
5
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

　
稲
城
市
個
人
番
号
及
び
特
定
個

人
情
報
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
は
、
１
件

の
質
疑
と
１
件
の
討
論
が
あ
り
、

採
決
の
結
果
、
起
立
多
数
で
原
案

の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
長
等
の
損
害
賠
償
責
任

の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
は
、
質
疑
・

討
論
が
な
く
、
採
決
の
結
果
、
起

立
全
員
で
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬

及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
は
、
1

件
の
質
疑
と
1
件
の
討
論
が
あ
り
、

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
で
ど

の
よ
う
な
意
見
が
出
た
の
か
。

答

引
上
げ
、
据
置
き
の
意
見
が

出
て
、
最
終
的
に
引
上
げ
の
方
向

で
委
員
の
意
見
が
一
致
し
た
。

反
対
討
論
審
議
会
で
、
据
置
き
の

意
見
が
出
さ
れ
た
の
で
、
市
民
感

情
も
考
慮
し
、
反
対
す
る
。

　
採
決
の
結
果
、
起
立
多
数
で
原

案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与

及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
は
、
質
疑
は
な

く
、
１
件
の
討
論
が
あ
り
、
採
決

の
結
果
、
起
立
多
数
で
原
案
の
と

お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
は
、
1
件
の
質

疑
が
あ
り
、
概
要
は
次
の
と
お
り

で
す
。

問

改
正
の
目
的
は
。

答

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す

る
建
築
物
の
木
造
化
の
推
進
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
で
原
案
の
と
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

福
祉
文
教
委
員
会

　
議
案
5
件
、
陳
情
1
件
を
審
査

し
ま
し
た
。

　
稲
城
市
立
公
民
館
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
は
、
3
件
の
質

疑
と
１
件
の
討
論
が
あ
り
、
概
要

は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

陶
芸
窯
の
使
用
料
の
算
定
根

拠
は
。

答

電
気
窯
の
導
入
費
用
・
維
持

費
用
を
、
耐
用
年
数
20
年
の
使
用

回
数
で
除
し
た
金
額
に
、
電
気
料

金
を
加
算
し
て
算
出
し
て
い
る
。

問

有
料
に
し
た
理
由
は
。

答

特
定
の
方
が
使
う
備
品
な
の

で
、
受
益
者
負
担
を
導
入
し
た
。

問

更
新
す
る
陶
芸
窯
は
、
ど
の

く
ら
い
電
気
を
使
う
の
か
。

答

料
金
の
面
で
、
ガ
ス
料
金
よ

り
、
縮
減
さ
れ
る
。

反
対
討
論
公
民
館
の
施
設
や
備
品

を
利
用
す
る
こ
と
は
、
原
則
無
料

に
す
べ
き
と
考
え
、
反
対
す
る
。

　
採
決
の
結
果
、
起
立
多
数
で
原

案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運

営
に
関
す
る
確
認
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
は
、

2
件
の
質
疑
が
あ
り
、
概
要
は
次

の
と
お
り
で
す
。

問

重
要
事
項
の
掲
示
を
イ
ン
タ 

ー
ネ
ッ
ト
上
で
で
き
な
い
事
業
所

は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。

答

国
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

情
報
公
表
シ
ス
テ
ム「
こ
こ
ｄ
ｅ

サ
ー
チ
」を
活
用
し
て
い
た
だ
く
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
で
原
案
の
と
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
は
、

3
件
の
質
疑
が
あ
り
、
概
要
は
次

の
と
お
り
で
す
。

問

委
員
の
追
加
に
つ
い
て
は
。

建
設
環
境
委
員
会

　
議
案
4
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

　
稲
城
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
は
、
3
件
の
質
疑
が

あ
り
、概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

議
案
の
概
要
は
。

答

印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
に

関
わ
る
２
点
で
、
１
点
目
は
、
国

指
定
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
電
子

証
明
書
が
搭
載
さ
れ
て
い
れ
ば
、

コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
可
能
に
な
る
。

も
う
１
点
は
、
窓
口
の
申
請
に
お

い
て
、印
鑑
登
録
証
の
提
示
の
他
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
提
示
も

特
例
と
し
て
可
能
に
す
る
。

問

費
用
は
ど
う
な
る
の
か
。

答

手
数
料
は
、
1
通
3 

0 

0
円

と
変
化
な
し
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
で
原
案
の
と
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
は
、
3

件
の
質
疑
と
1
件
の
討
論
が
あ
り
、

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

被
保
険
者
の
暮
ら
し
は
大
変

厳
し
い
と
思
う
が
、市
の
認
識
は
。

答

稲
城
市
国
民
健
康
保
険
運
営

協
議
会
の
審
議
の
中
で
の
議
論
を

総
体
的
に
受
け
止
め
て
、
認
識
し

て
い
る
。

問

制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

こ
の
値
上
げ
は
必
要
な
の
か
。

答

被
保
険
者
数
は
減
り
つ
つ
も
、

医
療
費
は
か
か
る
部
分
が
あ
り
、

制
度
を
維
持
す
る
上
で
も
今
回
の

改
定
は
必
要
な
も
の
と
認
識
し
て

い
る
。

反
対
討
論
物
価
高
騰
で
暮
ら
し
が

大
変
厳
し
い
状
況
で
あ
り
、
現
状

の
保
険
税
で
も
高
い
と
い
う
声
が

寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
市
民
の
命
と

健
康
を
守
り
、
制
度
を
守
る
た
め

の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
述
べ
て
、
反
対
す
る
。

補
正
予
算
特
別
委
員
会

　
議
案
4
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

　
令
和
5
年
度
東
京
都
稲
城
市
一

般
会
計
補
正
予
算（
第
8
号
）は
、

8
件
の
質
疑
が
あ
り
、
概
要
は
次

の
と
お
り
で
す
。

問

珠
洲
市
と
輪
島
市
に
災
害
支

援
代
理
寄
附
を
行
う
こ
と
に
な
っ

た
経
緯
は
。

答

特
に
被
害
が
甚
大
だ
っ
た
の

で
、
代
理
寄
附
の
申
出
を
し
た
。

問

障
害
介
護
給
付
費
の
増
額
の

要
因
は
。

答

共
同
生
活
援
助
の
利
用
者
の

増
、
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
時

間
の
増
、
就
労
移
行
支
援
の
利
用

人
数
の
増
、
就
労
継
続
支
援
Ａ
型

の
利
用
人
数
の
増
、
生
活
介
護
の

利
用
日
数
の
増
。

問

予
防
接
種
健
康
被
害
給
付
金

の
こ
れ
ま
で
の
申
請
件
数
、
認
定

お
よ
び
否
認
の
件
数
、
審
査
を

待
っ
て
い
る
方
の
数
は
。

答

令
和
3
年
度
か
ら
の
3
年
間

で
、
合
計
9
件
の
申
請
が
あ
り
、

認
定
は
4
件
、
否
認
は
1
件
、
審

査
待
ち
は
4
件
。

問

予
防
接
種
事
業
に
つ
い
て
、

繰
越
明
許
と
す
る
理
由
は
。

答

令
和
6
年
3
月
に
市
外
の
医

療
機
関
で
接
種
を
受
け
た
場
合
、

そ
の
請
求
が
5
月
下
旬
に
届
き
、

答

こ
ど
も
基
本
法
の
事
務
の
追

加
に
対
応
す
る
た
め
、
有
識
者
の

委
員
を
2
名
追
加
し
て
、総
合
的
、

一
体
的
に
子
供
に
関
わ
る
計
画
を

策
定
し
て
い
く
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
で
原
案
の
と
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
は
、
2
件
の
質

疑
が
あ
り
、
概
要
は
次
の
と
お
り

で
す
。

問

準
備
基
金
を
使
え
ば
、
保
険

料
の
値
上
げ
を
し
な
い
で
済
む
と

考
え
る
が
、
認
識
は
。

答

9
期
計
画
に
お
い
て
保
険
料

を
定
め
る
と
き
も
、
基
金
の
活
用

は
行
っ
て
い
る
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
多
数
で
原
案
の
と
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
病
院
事
業
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
は
、
質
疑
・
討
論
が
な
く
、

採
決
の
結
果
、
起
立
全
員
で
原
案

の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
加
齢
性
難
聴
に
伴
う
補
聴
器
購

入
及
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
市
の
補

助
を
求
め
る
陳
情
は
、
4
件
の
質

疑
と
１
件
の
討
論
が
あ
り
、
概
要

は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

補
聴
器
に
対
す
る
助
成
は
全

く
な
い
よ
う
な
状
況
な
の
か
。

答

聴
覚
障
害
の
身
体
障
害
者
手

帳
を
取
得
さ
れ
た
方
に
は
、
購
入

費
の
支
給
が
あ
る
。

問

都
内
で
助
成
事
業
が
進
ん
で

い
る
こ
と
に
対
し
て
の
認
識
は
。

答

市
部
で
は
、
ま
だ
ま
だ
実
施

が
少
な
い
と
感
じ
て
い
る
。

賛
成
討
論
補
聴
器
は
、
き
め
の
細

か
さ
と
高
齢
者
の
生
き
方
を
前
向

き
に
さ
せ
る
力
が
あ
る
と
思
う
。

稲
城
市
で
も
助
成
事
業
に
取
り
組

む
こ
と
を
求
め
て
、
賛
成
す
る
。

　
採
決
の
結
果
、
起
立
少
数
で
不

採
択
と
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
起
立
多
数
で
原

案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に

お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
は
、

１
件
の
質
疑
が
あ
り
、
討
論
は
な

く
、
採
決
の
結
果
、
起
立
全
員
で

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
は
、質
疑・討
論
が
な
く
、

採
決
の
結
果
、
起
立
全
員
で
原
案

の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

支
払
い
が
令
和
6
年
度
に
ず
れ
込

む
見
込
み
で
あ
る
た
め
。

問

戸
籍
な
ど
の
記
載
事
項
に
氏

名
の
振
り
仮
名
が
追
加
さ
れ
る
こ

と
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
改
修
に
つ
い

て
、
振
り
仮
名
づ
け
の
対
象
は
。

答

戸
籍
、
戸
籍
の
附
票
、
住
民

票
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
署

名
用
電
子
証
明
書
。

問

戸
籍
な
ど
に
振
り
仮
名
を
振

る
事
務
に
つ
い
て
、
今
後
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
。

答

令
和
6
年
度
に
シ
ス
テ
ム
改

修
、
振
り
仮
名
情
報
の
収
集
、
シ

ス
テ
ム
へ
の
仮
登
録
な
ど
の
準
備

作
業
、
令
和
7
年
5
月
頃
に
本
人

へ
通
知
を
発
送
、
令
和
8
年
5
月

頃
に
届
出
を
し
な
か
っ
た
方
に
職

権
で
振
り
仮
名
を
つ
け
る
こ
と
を

想
定
し
て
い
る
。

問

戸
籍
な
ど
の
記
載
事
項
に
氏

名
の
振
り
仮
名
を
追
加
す
る
改
修

の
対
象
と
な
る
シ
ス
テ
ム
名
は
。

答

住
民
記
録
シ
ス
テ
ム
、
コ
ン

ビ
ニ
交
付
シ
ス
テ
ム
、
住
民
基
本

台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
、

戸
籍
電
算
シ
ス
テ
ム
の
4
シ
ス
テ

ム
を
改
修
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
令
和
5
年
度
東
京
都
稲
城
市
国

民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
3
号
）は
、
1
件
の
質
疑

が
あ
り
、
討
論
は
な
く
、
採
決
の

結
果
、
起
立
全
員
で
原
案
の
と
お

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
令
和
5
年
度
東
京
都
稲
城
市
後

期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予

算（
第
2
号
）は
、
1
件
の
質
疑
が

あ
り
、
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
起
立
全
員
で
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
令
和
5
年
度
東
京
都
稲
城
市
土

地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
2
号
）は
、
2
件
の
質
疑

が
あ
り
、
討
論
は
な
く
、
採
決
の

結
果
、
起
立
全
員
で
原
案
の
と
お

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。


